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３月２０日（金）、家族の面会相談で「成年後見制度」に関するご相談がありました。 

直近の法務省法制審議会民法部会の成年後見改正要綱案の内容を掲載いたします。 

成年後見制度が大きく変わる！ 

２０２６年改正要綱案のポイント 
２０２６年の改正案では、成年後見制度の３類型を廃止し「補助」に一本化、本人の意

思尊重と必要性原則を重視する制度へと抜本的に見直されます。 

改正の背景 

成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な人を支援する

制度ですが、利用率は低く、２０２５年時点で約６００万人の認知症高齢者に対し、制度

利用者は約２４万人にとどまっていました。また、国連障害者権利委員会からも意思決定

代行制度の廃止を含む民法改正が勧告されており、本人の自己決定権を尊重する観点から

改正が求められました。 

３類型の廃止と補助制度への一本化 

現行の「後見」「保佐」「補助」の３類型を廃止し、すべて「補助」に統一。代理権や同

意権は必要な範囲に限定され、本人の自己決定権がより尊重されます。  

必要性原則の導入 

包括的代理権等の付与を廃止し、必要な範囲・期間でのみ制度を利用可能とすることで、

本人の意思に沿った支援を実現します。  
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終身制の見直し 

現行制度では判断能力が回復しない限り制度は終了できませんで 

したが、改正後は必要性がなくなれば途中終了が可能となります。  

補助人の交代と本人意思の尊重 

「本人の利益のため特に必要がある」という理由で補助人の交代が容易になり、補助人

は本人の意向を把握する義務が明確化されます。  

特定補助人制度の限定導入 

事理弁識能力を欠く場合に限り、類型的な取消権を有する特定補助人を付すことが可能

ですが、導入の是非については慎重な運用と将来的な検証が求められます。  

今後の運用 

改正後は、補助人による年 1 回の定期報告に基づき、必要性に関する司法審査が行われ

ます。制度の形骸化を防ぐため、実効的な運用体制の整備が重要です。また、障害者権利

条約第１２条との整合性についても引き続き検討が必要です。  

まとめ 

２０２６年改正案は、成年後見制度を本人中心に再設計し、利用しやすく、本人の意思

を尊重する制度へと大幅に見直すものです。今後は、補助人の権限や司法審査の運用が実

務上の課題となることが予想されます。２０２６年１月２７日、法制審議会民法（成年後

見等関係）部会において、成年後見制度の抜本的な見直しに向けた改正要綱案が取りまと

められました。２０００年の制度開始以来、約２５年ぶりの大改正となります。 

※ 改正要綱案は、法務省法制審議会民法（成年後見等関係）部会で公開されています。 
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